
令
和
4
年
度
認
可
保
育
施
設
入
所
申

込
書
類
の
配
布
な
ど
を
開
始
し
ま
す

 

配
布
開
始 

12
月
1
日
㈬
か
ら

H
12
月
16
日
㈭
〜
令
和
4
年
1
月
19
日
㈬

I
こ
ど
も
育
成
課　

J
(32)
6
3
7
8　

※
詳
細

は
広
報
と
ま
こ
ま
い
12
月
号
で
ご
案
内
し
ま
す

年
末
調
整
に
つ
い
て

■
勤
務
先
に
諸
控
除
の
申
請
を

給
与
所
得
者
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
は
、
通
常
、
事
業
所
が
行
う
年
末
調
整
で
精

算
さ
れ
ま
す
。
本
年
中
に
扶
養
親
族
な
ど
に
異

動
が
あ
っ
た
方
や
保
険
料
（
生
命
、地
震
な
ど
）

を
支
払
っ
た
方
は
、
諸
控
除
の
申
告
書
を
勤
務

先
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

■
年
末
調
整
等
説
明
会

税
務
署
主
催
の
年
末
調
整
等
説
明
会
は
、
令
和

3
年
以
降
実
施
し
な
い
こ
と
と
し
ま
し
た
。
今

後
は
、
国
税
庁
HP
（https://w
w
w
.nta.

go.jp/users/gensen/nencho/index.
htm

）
や
Wウ

ェ

ブ
e
b
‐
Tタ

ッ
ク
ス

A
X
‐
Tテ

ィ
ー
ビ
ーVな

ど
の
動

画
に
よ
り
、
必
要
な
情
報
を
得
ら
れ
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
苫
小
牧
税
務
署　

J
(32)
3
1
6
5　

市
市
民

税
課　

J
(32)
6
2
5
3
・
6
2
5
4

国
民
年
金
保
険
料
の
年
末
調
整
・

確
定
申
告

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
う
と
き
は
、「
社

会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
必
要
で
す
。
1
月
〜
9
月
に
納
付
し
た
方
に

は
10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
、
10
月
〜
12
月

に
初
め
て
納
付
し
た
方
に
は
令
和
4
年
2
月
上

旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す　

※

家
族
の
保
険
料
も
控
除
の
対
象

 

問
い
合
わ
せ
先 

ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

J
0
5
7
0

(003) 

0
0
4　

I
P
電
話
の
方　

J

(03)
6
6
3
0
‐
2
5
2
5

I
苫
小
牧
年
金
事
務
所　

J
(36)
6
1
3
5　

市

保
険
年
金
課　

J
(32)
6
4
2
9

固
定
資
産
税
の
軽
減
に
つ
い
て

■
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事

昭
和
57
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所
在
す
る
住
宅

に
、
平
成
18
年
1
月
1
日
〜
令
和
4
年
3
月
31

日
に
、
現
行
の
耐
震
基
準
に
適
合
す
る
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合
、
改
修
工
事
完
了
の
翌
年
度

分
の
固
定
資
産
税
額
の
2
分
の
1
が
減
額
。
ま

た
、
改
修
工
事
に
よ
っ
て
長
期
優
良
住
宅
の
認

定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て

申
告
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
改
修
工
事
完
了
の

翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
の
3
分
の
2
が
減

額　

※
耐
震
改
修
工
事
の
完
了
後
3
カ
月
以
内

に
、
資
産
税
課
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い

■
住
宅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
を
経
過
し
、
65

歳
以
上
の
方
お
よ
び
介
護
保
険
法
の
要
介
護
認

定
ま
た
は
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
、
所

得
税
や
住
民
税
上
の
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受

け
る
方
が
居
住
す
る
住
宅
に
、
令
和
4
年
3
月

31
日
ま
で
に
、
一
定
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工

事
を
行
っ
た
場
合
、
工
事
完
了
の
翌
年
度
分
の

固
定
資
産
税
額
の
3
分
の
1
が
減
額　

※
住
宅

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
の
完
了
後
3
カ
月

以
内
に
、
資
産
税
課
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い

■
省
エ
ネ
改
修
工
事

平
成
20
年
1
月
1
日
以
前
か
ら
所
在
し
て
い
る

住
宅
に
、
平
成
20
年
4
月
1
日
〜
令
和
4
年
3

月
31
日
に
省
エ
ネ
改
修
工
事
を
行
い
、
一
定
の

基
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
、

改
修
工
事
完
了
の
翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額

の
3
分
の
1
が
減
額
。
ま
た
、
平
成
29
年
4
月

1
日
以
降
の
改
修
工
事
に
よ
っ
て
長
期
優
良
住

宅
の
認
定
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添

付
し
て
申
告
が
さ
れ
た
場
合
は
、
改
修
工
事
完

了
の
翌
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
の
3
分
の
2

が
減
額　

※
省
エ
ネ
改
修
工
事
の
完
了
後
3
カ

月
以
内
に
、
資
産
税
課
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い

■
新
築
住
宅

新
築
さ
れ
た
住
宅
に
つ
い
て
は
、
1
戸
に
つ
き

120
㎡
ま
で
一
定
期
間
固
定
資
産
税
が
2
分
の
1

に
減
額
。
新
築
か
ら
3
年
度
分
（
中
高
層
耐
火

建
築
物
は
5
年
度
分
）、
長
期
優
良
住
宅
は
新

築
か
ら
5
年
度
分
（
中
高
層
耐
火
建
築
物
は
7

年
度
分
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

I
資
産
税
課　

J
(32)
6
2
6
8

国
税
に
関
す
る
申
告
・
面
接
相
談
は

「
事
前
予
約
」
が
必
要
で
す
‼

税
務
署
で
は
、
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
ス
ム
ー
ズ

に
申
告
・
面
接
相
談
で
き
る
よ
う
、
原
則
と
し

て
「
事
前
予
約
制
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
希

11
月
7
日
㈰
は
、
り
ん
ご
湯
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か　

B
浴
場
組
合
加
盟
5
浴
場　

I
環
境
生
活
課　

J
(32)
6
3
3
3
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広告

　　　　J電話番号　Kファクス　MEメールアドレス
市役所のHPアドレス、住所、連絡先などは
30ページをご覧ください。


